
船舶事故調査報告書 

平成２８年４月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年８月１１日 ２３時０１分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市清水港 

 清水真埼灯台から真方位０７０°７１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０１.４′ 東経１３８°３１.４′） 

事故の概要 貨物船清島
きよしま

丸は、清水港内を南東進中、防波堤に乗り揚げた。 

清島丸は、球状船首に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年８月１１日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 清島丸、４９９トン 

１３７０１１、鈴与海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

航海士Ａ、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 球状船首に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

事故の経過 本船は、船首約２.８ｍ、船尾約４.２ｍの喫水で、京浜港横浜区に

向けて清水港を出港した。 

船長は、出港部署配置から昇橋した航海士Ａが船橋当直を引き継ぐ

ことを進言したので、まだ港内であったものの、いつもと同じ諸注意

を航海士Ａに指示すれば問題ないものと思い、船橋当直を引き継いで

降橋した。 

 本船は、清水港外防波堤南灯台（以下「南灯台」という。）の灯火

を左舷正横に見て左転し、港内航路に沿って航行する予定であった。 

 航海士Ａは、船橋当直を引き継いだ直後、南灯台の灯火を左舷前方

に見て南東進中、左舷船首方の港内航路付近に白灯１個を視認した

が、レーダー画面では船の映像が確認できなかったので、白灯を見る

ことに注意を向けていた。 

本船は、南灯台を通過して南東進を続け、三保防波堤の潜堤に乗り

揚げた。 

分析 Ａ船は、航海士Ａが、左舷船首方に認めた白灯１個に注意を向け、

左転することを失念したことから、南灯台の灯火を左舷正横に見るよ

うになっても南東進を続けたものと考えられる。 



船長は、まだ港内であったものの、いつもと同じ諸注意を航海士Ａ

に指示すれば問題ないものと思い、降橋したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、航海士Ａが、左舷船首方に認めた白灯１個を見る

ことに注意を向け、左転することを失念したため、南灯台の灯火を左

舷正横に見るようになっても南東進を続け、本船が防波堤の潜堤に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・防波堤の出入口等に向かう場合は、変針時機を失することがない

よう、船位の確認に努めること。 

・港内では、船長が自ら操船を行うこと。 

 


